
 

 

議案第７９号 

 

   静岡市立看護専門学校条例の一部改正について 
 

 静岡市立看護専門学校条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

  令和２年２月２１日提出 

 

静岡市長  田 辺 信 宏     

 

静岡市立看護専門学校条例の一部を改正する条例 

静岡市立看護専門学校条例（平成15年静岡市条例第176号）の一部を次のように改正する。 

第７条中「市長は」の次に「、大学等における修学の支援に関する法律（令和元年法律第８

号）第８条第１項の規定によるもののほか」を加える。 

附 則 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 


